
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施術所の広告に 名称や業務内容等定められた事項以外の内容を記載

することは、あはき法及び柔整師法違反 になります。 

（定められた事項については裏面を御確認ください。） 

 最近これらの違反広告が大きな問題となっていますので、皆様におい

ても再点検をお願いします。 

※違反した場合、三十万円以下の罰金刑に処される場合があります。 

 【違法広告例】  

○ ×鍼灸整骨院  
 

 

こんな症状のある方！他院で治らないと言われた方も！！ 

当院院長が あの手!     この手で!!     治療いたします!!! 
 

ダイエット整体や      
アンチエイジカイロ    
でもおなじみ △▼院長 

今なら な な なんと！  

60分 税込 たったの 

 各 種 保 険 適 用 
（労災･交通事故･生活保護もＯＫ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

富田林保健所では、違反広告（看板、表示、チラシ等）に対し、
必要な改善指導を行っています。 

 

腰痛 冷え性 五十肩 関節痛 ぎっくり腰 スポーツ障害 ヘルニア むち打ち 等々 
 

初回特別キャンペーン 

私が 

治します 

「医療保険取扱」又は「健康保険取扱」と表示
変更のうえ、医師の同意が必要であることを明
記しなければならず、また「労災」「交通事故」
「生活保護」等の表示は認められないため × 
 

症 状 表 示 × 

施術写真  × 

料金表示  × 

メッセージ × 

医療と誤認し
やすいもの × 

法定外の 
医療類似行為 
の表示  × 

大阪府富田林保健所 



 

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律及び柔道整復師法等により、 

施術所の看板、チラシ、屋外表示で、広告が認められる内容は以下のとおりです。  

○ あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう 

   １  施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所 

   ２  業務の種類 

   ３  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 

   ４  施術日又は施術時間 

   ５  もみりょうじ 

   ６  やいと、えつ 

   ７  小児鍼（しょうにはり） 

   ８  医療保険療養費支給申請ができる旨 

     （申請には医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る） 

   ９  予約に基づく施術の実施 

  １０ 休日又は夜間における施術の実施 

  １１ 出張による施術の実施 

  １２ 駐車設備に関する事項 

  １３ あはき法第９条の２第１項前段の規定による届出をした旨 

○ 柔道整復 

   １  柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所 

   ２  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項 

   ３  施術日又は施術時間 

   ４  ほねつぎ（又は接骨） 

   ５  医療保険療養費支給申請ができる旨 

      脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請には医師の同意が必要な 

      旨を明示する場合に限る 

   ６  予約に基づく施術の実施 

   ７  休日又は夜間における施術の実施 

   ８  出張による施術の実施 

   ９  駐車設備に関する事項 

  １０ 柔法第１９条第１項前段の規定による届出をした旨 

※ いずれの施術も、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項の広告はできません。 

 

 

＜参考＞ 

最近は、広告に「治療」や「診療」などの文字を入れ医療機関と誤認させ（医療法にも

違反）、医療の受診が必要な方を誘引し、施術のみを継続することで症状を悪化させたり、

看板等の制作費不足を理由に、明らかな違法広告を何年も放置するなどの悪質事例も見

受けられます。 

関係団体等からは、違法広告に対する強い非難や法的措置を求める声も上がっています。 

違法広告は罰金の対象であり、また、広告が病状悪化の原因になれば賠償請求等の民事

訴訟の対象にもなります。くれぐれも、違法広告には御注意ください。 

 
このチラシに関するお問い合わせ先 大阪府富田林保健所 企画調整課  TEL 0721-23-2681 FAX 0721-24-7940 


